
　

土
木
関
係
事
業

１
が
け
地
近
接
等

　

危
険
住
宅
移
転
事
業

■
対
象
（
全
て
の
要
件
を
満
た
す
方
）

①
が
け
地
に
近
接
す
る
区
域
に
居
住

　

し
て
い
る
方

②
建
築
基
準
法
等
に
よ
り
危
険
な
区

　

域
に
指
定
さ
れ
る
以
前
に
建
て
ら

　

れ
た
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
方

③
平
成
32
年
度
に
移
転
を
行
う
方

■
補
助
金
額

①
撤
去
費
用
：
上
限
80
万
２
千
円

②
建
設
助
成
費

　

危
険
住
宅
に
代
わ
る
住
宅
の
建
設

（
購
入
）、
土
地
取
得
、
敷
地
造
成
の

た
め
、
金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け

た
借
入
金
の
利
子
相
当
額
を
助
成
。

①
住
宅
建
設
：
上
限
４
５
７
万
円

②
土
地
取
得
：
上
限
２
０
６
万
円

③
敷
地
造
成
：
上
限
59
万
７
千
円

■
申
込
期
限　

９
月
30
日
（
月
）

２
空
き
家
解
体
撤
去
事
業

■
対
象

①
市
内
に
あ
る
空
き
家
の
所
有
者

②
家
の
所
有
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
者

③
所
有
者
等
が
居
住
し
て
い
な
く
、
他

　

の
用
途
で
使
用
し
て
い
な
い
建
物

※
非
住
宅
の
み
の
解
体
は
対
象
外

④
市
内
業
者
に
依
頼
す
る
工
事
で
対

　

象
工
事
費
の
合
計
額
が
30
万
円(

消

　

費
税
込
み)

以
上
の
も
の

※
工
事
中
・
後
の
申
請
は
対
象
外

■
補
助
金
額

①
一
般
解
体
撤
去

　

対
象
工
事
費
の
30
％（
上
限
30
万
円
）

②
撤
去
後
の
新
築

　

対
象
工
事
費
の
50
％（
上
限
50
万
円
）

■
申
込
期
限
　
12
月
27
日
（
金
）

３
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事
業

■
対
象

①
市
内
に
あ
る
申
請
人
が
居
住
し
て

　

い
る
持
家

②
市
内
の
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
促
進
事

　

業
登
録
工
事
業
者
を
利
用
し
た
住

　

宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

③
対
象
工
事
費
20
万
円
以
上
の
も
の

※
工
事
中
・
後
の
申
請
は
対
象
外

■
補
助
金
額

①
一
般
世
帯

　

対
象
工
事
費
の
10
％（
上
限
15
万
円
）

②
子
育
て
世
帯

　

対
象
工
事
費
の
30
％（
上
限
45
万
円
）

■
申
込
期
限
　
12
月
27
日
（
金
）

■
ご
注
意
く
だ
さ
い

①
他
の
補
助
事
業
と
の
重
複
部
分
は

　

対
象
外
（
介
護
保
険
住
宅
改
修
支

　

援
事
業
、
小
型
合
併
処
理
浄
化
槽

　

設
置
整
備
事
業
等
）
と
な
り
ま
す
。

②
住
宅
１
件
に
つ
き
１
回
の
補
助
で
す
。

４
木
造
住
宅
耐
震
診
断
・

　

耐
震
改
修
工
事
補
助
事
業

■
対
象

①
市
内
木
造
住
宅
の
居
住
者
ま
た
は

　

所
有
者
（
居
住
者
と
所
有
者
が
異

　

な
る
場
合
、
双
方
の
同
意
が
必
要
）

②
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
に
建
築

　
（
着
工
）
さ
れ
た
も
の

③
市
税
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

④
耐
震
改
修
工
事
は
市
内
業
者
に
依

　

頼
す
る
工
事
で
あ
る
こ
と

※
工
事
中
・
後
の
申
請
は
対
象
外

■
補
助
金
額

①
耐
震
診
断
：
耐
震
診
断
費
用
の
３

　

分
の
２
（
上
限
６
万
円
）

②
耐
震
改
修
工
事
：
対
象
工
事
費
の

　

１
０
０
分
の
23
（
上
限
30
万
円
）

■
申
込
期
限
　
12
月
27
日
（
金
）

■
各
事
業
の
申
請
書
類
等

①
申
請
書

②
添
付
書
類（
住
民
票
、納
税
証
明
書
等
）

※
各
事
業
の
申
請
書
・
添
付
書
類
の
詳

　

細
は
、
土
木
課
建
築
係
ま
た
は
、
市

　

Ｈ
Ｐ
か
ら
ご
確
認
い
た
だ
け
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

土
木
課
建
築
係
☎
内
線
３
４
０

保
健
・
福
祉

障
害
者
委
託
訓
練
生
募
集

■
応
募
資
格
　
早
期
の
就
職
や
復
職

を
目
指
す
障
害
者
等

■
科
目
　
パ
ソ
コ
ン
事
務
科
（
７
人
）

■
訓
練
内
容　

パ
ソ
コ
ン
基
本
操
作
等

■
訓
練
場
所
　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

　

夢
来
郷
た
か
く
ま
（
鹿
屋
市
）

■
訓
練
期
間
　
３
か
月

　

５
月
28
日
（
火
）
～
８
月
26
日
（
月
）

■
募
集
期
限　

４
月
23
日
（
火
）

◎
問
い
合
わ
せ
先
：
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

　

鹿
屋
☎
42
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垂
水
中
央
病
院

連
休
中
の
診
療
日

　

４
月
27
日
（
土
）
～
５
月
６
日
（
火
）

の
連
休
中
う
ち
左
記
２
日
間
は
通
常

診
療
日
と
な
り
ま
す
。
診
療
科
に
よ
っ

て
は
休
診
の
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

事
前
予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
通
常
診
療
日

①
４
月
30
日
（
火
）

②
５
月
２
日
（
木
）

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

垂
水
市
立
医
療
セ
ン
タ
ー

　

垂
水
中
央
病
院
☎
32

－
５
２
１
１

休日在宅医
は、裏表紙
（P40）で！

消
費
税
増
税
に
か
か
る

軽
減
税
率
制
度

　

本
年
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
が
10
％
に
引
き
上
げ

ら
れ
る
と
同
時
に
、
消
費
税
の
軽
減

税
率
制
度
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

軽
減
税
率
制
度
は
、
対
象
品
目
を

取
り
扱
う
事
業
者
だ
け
で
な
く
、
消

費
税
の
納
税
義
務
が
な
い
免
税
事
業

者
の
方
を
含
め
、
多
く
の
事
業
者
の

皆
様
に
関
係
す
る
制
度
で
す
。

１
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等

　

消
費
税
軽
減
税
率
対
策
補
助
金

　

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
に
対

し
、
複
数
税
率
対
応
に
要
す
る
経
費

の
一
部
を
補
助
す
る
国
の
制
度
が
あ

り
ま
す
。

■
申
請
類
型

①
複
数
税
率
対
応
レ
ジ
の
導
入
支
援

②
受
発
注
シ
ス
テ
ム
の
改
修
支
援

③
請
求
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
改
修
支
援

※
詳
し
く
は
Ｈ
Ｐ
よ
り
ご
確
認
い
た

　

だ
け
ま
す
。

健康づくりに関する活動で、垂水スタンプ会商品券に交換できる「健康ポイント」が取得できます。

※平成30年度に交付された健康ポイント手帳は使用できません、必ず新しい手帳の交付申請を行ってください。

　ポイント対象となる健康行動を実施する場合は、新しい手帳にポイントの付与を受けてください。

■対象
　本市に住民登録があり、平成31年４月１日～

　３月 31日の間に 40 歳以上になる方
■ポイントの対象となる健康行動
　◎特定健診、長寿健診、がん検診等の受診

　◎たるみず元気プロジェクト健康チェックや

　　結果報告会への参加など

■登録申請（垂水市健康ポイント手帳の取得）

　受付開始／４月 19 日（金）～
　時間／午前８時 30分～午後５時 15分
　場所／市民課国保係、牛根支所、新城支所
　持参物／身分証（運転免許証、健康保険証等）

貯まった健康ポイントの交換受付中！
　貯まったポイントは、20・30・40・50 ポイントで、

　垂水スタンプ会商品券と交換できます。

■商品券への引換え申請
　時間／午前８時 30分～午後５時 15分
　場所／市民課国保係
　持参物／健康ポイント手帳、
　　　　　身分証（運転免許証、健康保険証等）

※平成 30年度ポイント有効期限／平成 32年 3月 31日

平成 31 年度「たるみず健康ポイント手帳」交付開始！

◎問い合わせ先：市民課国保係☎内線 160

２
消
費
税
軽
減
税
率
制
度

　

説
明
会

　

軽
減
税
率
制
度
や
軽
減
税
率
対
策

補
助
金
な
ど
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
て
い
た
だ
く
た
め
説
明
会
を
開
催

し
ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
先

　

鹿
屋
税
務
署
個
人
課
税
第
１
部
門

　

☎
42

－

３
１
２
８

▲軽減税率対策
　補助金事務局HP

※１／当日は、筆記具を持参　２／出席の有無についての事前の連絡は不要

対象 開催 時間 場所

自営業（農業以外）
の方向け 5/14（火）

①午前１0時～午前 11時 30 分

鹿屋合同庁舎（国）
４階会議室

鹿屋市西原
４丁目５番１号

②午後１時～午後２時 30分

③午後３時～午後４時 30分

農業の方向け 5/15（水）

①午前１0時～午前 11時 30 分

②午後１時～午後２時 30分

③午後３時～午後４時 30分

Pick Up
 INFO
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